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一般社団法人全国公正取引協議会連合会定款 

 

平成25年4月 1日施行 

              平成28年6月13日施行 

 

 第１章  総 則 

 

（名 称) 

第１条 当法人は、一般社団法人全国公正取引協議会連合会と称する。 

 

（事務所) 

第２条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 

 

（目 的） 

第３条 当法人は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景

品表示法」という。）及び同法第３１条第１項に基づき認定を受けた公正競争規約（以

下「規約」という。）の運用を円滑、かつ、効果的に推進させることにより、一般消費

者による自主的、合理的な選択に資するとともに、公正な取引の促進を図り、もって

国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

(事 業) 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、規約の普及及び啓発に関する事業を行う 

  ものとし、これに必要な業務を次に掲げる。 

(1) 規約施行機関の事業に関する指導・協力に関すること。 

(2) 規約遵守状況に関する調査に関すること。 

(3) 規約に関する相談及び苦情処理に関すること。 

(4) 規約不参加事業者の規約への加入促進に関すること。 

(5) 事業者及び事業者団体に対する規約の普及、啓発及び規約設定の指導・協力に関

すること。 

(6) 一般消費者に対する規約の普及、啓発に関すること。 

(7) 規約、不当な顧客誘引行為その他公正取引に関する調査・研究に関すること。 

(8) 景品表示法その他公正取引に関する法令の普及、啓発及び違反防止に関すること。 

(9) 関係官公庁との連絡並びに関係団体との連絡及び調整に関すること。 

⑽ その他当法人の目的を達成するために必要と認められる事業。 
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２ 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 

 

第２章  会 員 

 

（会員の種別) 

第５条 当法人に次の会員を置く。 

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した規約施行機関 

(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した事業者又は団体 

２ 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以

下「一般法人法」という。）上の社員とする。 

 

（入 会） 

第６条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書により、

会長に申し込まなければならない。 

２ 入会は、当法人の事業に賛同する者であるなど、総会が別に定める基準により、理事

会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。 

 

（会 費） 

第７条 会員は、総会において別に定める会費を毎年度納入しなければならない。 

 

（任意退会) 

第８条 会員は、１か月以上前に当法人に対して予告をした上で、所定の退会届を会長に

提出して退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、いつでも退

会することができる。 

２ 会員は、前項により退会しようとするときは、納付すべき会費等で未納のものは、完

納しなければならない。 

 

（除 名） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議に基づき、除名することが

できる。この場合には、その会員に対し、総会の開催の日の１０日前までに、その旨書

面をもって通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。 

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 
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２ 当法人は、前項の決議があったときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、そ

の旨を当該会員に通知するものとする。 

 

（会員の資格喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪

失する。 

(1) 総正会員の同意があったとき。 

(2) 当該会員が解散したとき。 

(3) 第７条に定める会費を１年以上滞納したとき。 

 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第１１条 会員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員と

しての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地

位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

２ 既納の会費及びその他の拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

 

第３章  総 会 

 

（構 成) 

第１２条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 

 

（種 別） 

第１３条 総会は、定時総会及び臨時総会の２種類とする。 

 

（権 限) 

第１４条 総会は、次の事項について決議する。 

  (1) 入会の基準及び会費の額 

   (2) 会員の除名 

   (3) 理事及び監事の選任又は解任 

   (4) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給の基準 

   (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

   (6) 定款の変更 

   (7) 解散及び残余財産の処分 
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   (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開 催） 

第１５条 定時総会は、毎事業年度終了後３か月以内に１回開催するほか、必要がある場

合に臨時総会を開催する。 

 

（招 集） 

第１６条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招

集する。 

２ 総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目

的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。会長は、

請求のあった日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、総会の目的である事項を記載した書面、

又は電磁的方法をもって、開催日の１週間前までに通知を発しなければならない。ただ

し，総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができ

るとするときは、２週間前までに通知を発しなければならない。 

 

（議 長) 

第１７条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、その総会において出席した正会員のうちから

選出する。 

 

（議決権） 

第１８条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

 

（決 議） 

第１９条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した

当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決

権の３分の２以上にあたる多数をもって行う。 

(1) 会員の除名 

   (2) 監事の解任 

   (3) 定款の変更 

   (4) 解散 
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   (5) その他法令で定められた事項 

 

３ 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２２条第1項に定める定数を上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのもの

を選任することができる。 

 

（議決権の代理行使、書面決議及び総会決議の省略等） 

第２０条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された議題について書面若しく

は電磁的記録をもって決議し、又は代理人を定めて議決権の行使を委任することができ

る。 

２ 前項の場合における前条第1項の規定の適用については、出席した議決権の数に参入す

る。 

３ 理事又は正会員が，総会の目的である事項について提案した場合において，その提案 

 について，正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，そ 

 の提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 

４ 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事

項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２１条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければな

らない。 

 ２ 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人２ 

  名が、記名押印しなければならない。 

 

第４章  役員及び顧問 

 

（役員の種類及び定数） 

第２２条 当法人に次の役員を置く。 

⑴ 理事 １５名以上３０名以内 

⑵ 監事 ３名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、１名を会長代行、６名以内を副会長、１名を専務理事と

する。 
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３ 前項の会長及び会長代行もって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事を

同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

（役員の選任等） 

第２３条 理事及び監事は、正会員の代表者、これに準ずる者若しくは正会員の業務を執

行する者又は学識経験者の中から総会の決議によって選任する。 

２ 会長、会長代行、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す

る。 

 

（理事の職務及び権限) 

第２４条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執

行する。 

２ 会長及び会長代行は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、そ

の業務を執行し、副会長及び専務理事は、会長及び会長代行を補佐し、当法人の業務を

分担する。 

３ 会長、会長代行、副会長及び専務理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以

上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２５条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期) 

第２６条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のも

のに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する日までとする。 

３ 理事及び監事は、第２２条第1項に定める定数に足りなくなるときは，辞任又は任期満

了後においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有す

る。 

 

（役員の解任） 

第２７条 理事及び監事は、総会の決議に基づいて解任することができる。この場合には、
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その役員に対し、総会の開催の日の１０日前までに、その旨書面をもって通知し、かつ、

総会で弁明する機会を与えなければならない。 

 

（役員の報酬等） 

第２８条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において定める総額の範囲

内で報酬を支給することができる。 

２ 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

 

（顧 問） 

第２９条 当法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、正会員の代表者若しくはこれに準ずる者又は学識経験者の中から、理事会の

承認を得て、任期を定めた上で会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 

４ 顧問は無報酬とする。ただし，その職務を行うために要する費用の支払いをすること

ができる。 

 

第５章  理事会 

 

（構 成） 

第３０条 当法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権 限） 

第３１条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

  (1) 当法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

   (3) 会長、会長代行、副会長及び専務理事の選定及び解職 

(4) その他法令で定める事項 

 

（招 集） 

第３２条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長代行が理事会を招集する。 

３ 会長及び会長代行に事故あるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。 

４ 理事会を招集するときは、開催日の１週間前までに各理事及び監事に招集の通知を発 
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 するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを

経ることなく理事会を開催することができる。 

（議 長） 

第３３条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長代行がこれに当たる。 

 

（決 議） 

第３４条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（決議及び報告の省略） 

第３５条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提

案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたとき（監事がその提案について異議を述べたときを除く。）は、その提案を可

決する旨の理事会決議があったものとみなす。 

２ 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき

は、その事項を理事会へ報告することを要しない。 

３ 前項の規定は、第２４条第３項の規定による報告については、適用しない。 

 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長、会長代行及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 

 

第６章  専門委員会 

 

（専門委員会の設置） 

第３７条 当法人の事業、業務等の円滑な運営上必要があるときは、会長は、理事会の決

議を経て、専門委員会を設置することができる。 

２ 専門委員会には、委員長及び所要の委員を置く。 

 

（専門委員会委員長の委嘱等） 

第３８条 専門委員会の委員長は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。 

２ 専門委員会の委員は、委員長の推薦により、会長が委嘱する。 
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３ 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定

める。 

 

 

第７章  資産及び会計 

 

（事業年度） 

第３９条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４０条 当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、毎事業年度の開始

の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更

する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおく

ものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４１条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

  (1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

   (3) 公益目的支出計画実施報告書 

   (4) 貸借対照表 

   (5) 正味財産増減計算書 

   (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第５号の書類について

は、定時総会に提出し、第１号及び第３号の書類についてはその内容を報告し、その他

の書類については、承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款及び

会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

 

（長期借入金） 

第４２条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって

償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多
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数をもって決議しなければならない。 

 

 

第８章  定款の変更、解散及び清算 

 

（定款の変更） 

第４３条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解 散） 

第４４条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（剰余金の分配の制限） 

第４５条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

（残余財産の帰属） 

第４６条 当法人が、清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国又

は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人若

しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第９章  公告の方法 

 

（公告の方法） 

第４７条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

により行う。 

 

 

第１０章  補 則 

 

（事務局の設置等） 

第４８条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び重要な職員は、会長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 
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（委 任） 

第４９条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を

経て、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条

第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登

記の日から施行する。 

 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項におい

て読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、一

般社団法人の設立の登記を行ったときは、第３９条の規定にかかわらず、解散の登記の

日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

 

３ 当法人の最初の代表理事である会長は宮原道夫、会長代行は糸田省吾、業務執行理事

である副会長は豊田章男、中鉢良治、植木正威、専務理事は吉武三男とする。 

 

 

附 則 

 

この定款の変更は、平成28年6月13日から施行する。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


